
(電 話)011-281-5887

(電 話)

(電 話)

㌧,

(その1)

収
(ふ り が な)よ しかわたか もりこうえんかい.

1政 治 団 体 の 名 称 吉川 貴盛後援 会.

支 報 告 書(平 成23晶,

政 治 団 体 の 区 分

口 政 党[]政 治資金 規正法第18条 の2第1項

口 政 党 の 支 部 規 定 に よ る 政 治 団 体

口 政 治 資 金 団 体 図 そ の 他 の 政 治 団 体

口 そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部
2主 た る 事 務 所 の 所 在 地 札幌市北区麻生町9丁 目1-8・

(アパー ト・マンション名)

(姓)(名)3代表 者 の 氏 名

大倉 諭

活 動 区 域 の 区 分

口2以 上の都道府県の区域等 図 同一の都道府県の区域内

(姓)(名)4会計 責 任 者 の 氏 名

千種 教子 ・ 資金管理団体の指定の有無 国会議員関係政治団体の区分

事 務 担 当 者 の 氏 名

(姓)(名)

山田 孝 司

口 有

巨]無

公 職 の 種 類

(現職 ・候補者の別)

出をした者の氏名

口 政治資金規 正法第19条 の7第1項

第1号 に係 る国会議員関係政治団体

図 政治資金規 正法第19条 の7第1項

第2号 に係 る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者(姓)(名)
の 氏 名 吉川 貴盛

資金管理団体の届(姓)(名)

公 職 の 種 類 衆 議院議員

(現職 ・候補者の別)(候 補者となろうとする扮

公 職 の 候 補 者(姓)(名)
の氏 名(2人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

公 職 の 候 補 者(姓)(名)
の 氏 名(3人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)」騰 道選挙管埋
.会

245,10収 受

第 号

、

'

資金管理団体の指定の期間
国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

から

まで

か ら

まで

(※複数の期間がある場合2つ め以 降の期間) (※複数 の期間が あ る場 合2つ め以降 の期 間)

も

v

1『受 付 審 査 システム 照 合 公 表

,⑱
」㊨

一
㊨ ㊨ ㊨

㌧

一



畢塵

:

(その2)収 支 の 状 批

1収 支の総括表

収 入 総 額 5,303,490
(前 年 か ら の 繰 越 額) 3,490
(本 年 の 収 入 額) 5,300,000

支 出 総 額 5,300,000
翌 年 へ の 繰 越 額 3,490

2収 入項目別金額の内訳

(1)個 人の負担す る党費又 は会 費

金 額

員 数(党 費又は会費を納入 した人の数)

(2)寄 附

ア 寄 附(イ を除 く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附 0
(う ち 特 定 寄 附) 0

(イ)法 人そ の他 の団体 か らの寄 附 0
(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 5,000,000

小 計(ア)+(イ)+(ウ) 5000000,,

(寄附 の うち寄 附のあ っせ ん による もの) 0
イ 政 党 匿 名 寄 附 0

合 計(ア+イ) 5000000,,



`暫

【`9職 「

(その4)

(4)借 入 金

行番号 借 入 先 金 額 備 考

1 千種教子 300,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 つ

12

13

14

15

合 計 300,000



11,

,犀 ㌔

(その7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 3.政 治 団体

行番号 寄附者の氏名(又 は名称) 金 額 年 月 日 住 所(又 は所在地) 職業(又は代表者の氏名) 備 考

1
自由民主党北海道第二選挙 区支
部 1000000,,

H23/4/20 札 幌市北区麻生町9丁 目1-8 吉川貴盛

2
自由民主党北海道第二選挙区支
部 1000000,,

H23/7/25 札 幌市北区麻生町9丁 目1-8 吉川貴盛

3
自由民主党北海道第二選挙 区支
部 1000000,,

H23/10/31 札 幌市北区麻生町9丁 目1-8 吉川貴盛

4 盛友会 2000000,,
H23/12/5 札 幌市北区麻生町9丁 目1-8 吉川貴盛

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

そ の 他 の 寄 附

合 計 5000000,,



}
酢 し 竃

(その13)

3支 出項 目別 金 額 の内 訳

(1)支 出 の 総 括 表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対 して
供与した交付金に係る支出

1経 常 経 費

(1)人 件 費 3,370,706
(2)光 熱 水 費 0
(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 99,878
(4)事 務 所 費 299,802

小 計 3,770,386 0
2政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 1,155,934
(2)選 挙 関 係 費 0
(3)機 関紙誌 の発行 その他 の事業 費 24,456 0
ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費 0
イ 宣 伝 事 業 費 24,456
ウ 政治資金パーティー開催事 業費 0
エ そ の 他 の 事 業 費 0
(4)調 査 研 究 費 49,224
(5)寄 附 ・ 交 付 金 0
⑥ そ の 他 の 経 費 300,000

小 計 1,529,614 0
合 計 5,300,000



1

隔'1

(そ の14)

(2)経 常経費(人 件 費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 3.備 品 ・消 耗 品 費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地)
備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
4

13

14

15

そ の 他 の 支 出 99,878

合 計 9駄'878



、}

(その14)

(2)経 常経費(人 件 費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 4.事 務所費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)

支出 を受けた者の住所
(又は所在地)

備 考

1 収支報告書監査費 105,000 H23/5/27 税理士法人村木会計 札幌 市中央 区大通 西21丁 目2-21

2

3

4

5
◎

6

7

8

9

10

11

12

13
1

14

15 1

そ の 他 の 支 出 194802
合 計 299802

,



1

騒,亀

(そ の15)'

(3)政 治活動費 の内訳 項 目 別 区 分
1.組 織活 動費

対策費

"

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者 の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地)
備 考

1 会費 10,000 H23/1/7 丸竹豊建業㈱ 札幌市東 区本 町1条6丁 目1-2

2 会費 10,000 H23/1/10 北海道鉄道OB会 札幌東
支部

札幌市東 区北24条 東12丁 目2-3

3 会費 10,000 H23/1/13
北海道私立専修学校各
種学校連合会

札幌市 中央 区北1条 西6丁 目3-1

札幌力㌧ デンパ レス5F

4 会費 10,000 H23/1/18 札幌市 アパート業協同組

合
札幌市中央 区南6条 西7丁 目1

5 会費 10,000 H23/2/9
北海道鉄道OB会 札幌北

支部

札幌市 北区新琴 似9条2丁 目1-1-

519

6 会費 10,000 H23/3/5 北海道相撲連盟 札幌市 西区発 寒3条5丁 目6-18

7 会費 10,000 H23/3/6 新川め ぐみ会 札幌市 北区新川4条4丁 目1-70

8 品代 10,500 H23/3/6 ㈱きのとや琴似店 札幌市西区八軒5条 西3丁 目

9 会費 10,000 H23/3/22 東区相撲連盟 札幌 市東区 北21条 東12丁 目1-20

10 会費 10,000 H23/5/22 北海道鉄道OB会 札幌東
支部

札幌 市東 区北24条 東12丁 目2-3

11 品代 12,800 H23/5/27
㈱ エム・オー・エー商事 北海道

販売札 幌駅北 口店

札 幌 市 北 区 北10条 西2丁 目23-2

MOAカルチャーホール

12 品代 12,075 H23/6/20 ㈱きのとや琴似店 札幌市西区八軒5条 西3丁 目

13 会費 10,000 H23/6/24
明るい社会づくり運動
札幌北区推進協議会

札幌 市北 区新川5条2丁 目2-19

14 会費 10,000 H23/7/2 札幌東球団 札幌市東区北13条 東12丁 目H1

15 会費 12,000 H23/7/5 東区56商 店街 札 幌市東 区北25条 東10丁 目3-15

16 会費 10,000 H23/7/30
幌北ふるさと夏祭 り実
行委員会

札 幌市北 区北20条 西8丁 目1-6

17 会費 10,000 H23/8/1 長谷川岳連合後援会
札 幌市 中央 区北4条 西4丁 目
ニュー札幌 ビル

18 会費 20,000 H23/8/22
今津 ひ ろし2011札 幌政

経セミナー実行委 員会
旭 川市9条 通9丁 目53-30 1



圏

(そ の15)

(3)政 治活動 費の 内訳 項 目 別 区 分
1.組 織 活 動費

対策費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

19 会費 24,000 H23/9/2 麻生商店街振興組合
札 幌市北 区麻 生町6丁 目14-6

高橋ビル3F

20 会費 10,000 H23/9/17 21世紀政策研究会 東京 都千代 田区永 田町2-9-6

十 全ビル206号

21 会費 10,000 H23/10/29
(社)北 海道鍼灸マッサー

ジ師会

札 幌市 中央 区南9条 西3丁 目2-1
マジ ソンハイツ812号

22 会費 10,000 H23/10/30 新川皇大神社 札 幌市北 区新川3条13丁 目3-12

23 会費 10,000 H23/ll/12 更生保護法人札幌更生
保護協会

札幌市中央区大通西12丁 目4

24 会費 10,000 H23/11/18 丘珠駐屯地協力会 札幌市東区丘珠町161

25 会費 10,000 H23/11/23
サン・リーグ全国少年硬式

野球協 会

札 幌市北 区屯 田2条3丁 目13-15

㈱ 松 田技研 内

26 会費 10,000 H23/12/4
自由民主党北海道参議
院比例区第八十=支 部

札幌市中央 区北1条 西5丁 目2

札幌興銀ビル6F

27 会費 12,000 H23/12/5 中村会 札幌市中央 区南1条 西8丁 目

28 会費 10,000 H23/12/6 麻生地区防犯協会 札 幌市北 区麻 生町1丁 目5-22

29

30

31

32

33

そ の 他 の 支 出 176,000

合 計 489,375



、

(その15)

(3)政 治活動費 の内訳 項 目 別 区 分
■

1.組 織活 動費

通信費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)

支出を受けた者の住所
(又は所在地) 備 考

1 切手代 10,000 H23/1/14 郵便事業㈱ 東京都千代 田区霞 ヶ関1-3-2

2 切手代 100,000 H23/3/18 郵便事業㈱ 東京都千代 田区霞 ケ関1-3-2

3 携帯電話料金代 10,855 H23/6/17 ㈱NTTド コモ 札幌市豊平区月寒中央11丁 目

4 切手代 10,000 H23/6/22 郵便事業㈱ 東京都 千代 田区霞 ヶ関1-3-2

5 切手代 13,000 H23/12/5 郵便事業㈱ 東京都千代 田区霞 ケ関1-3-2

6 切手代 15,360 H23/12/13 郵便事業㈱ 東京都千代 田区霞 ヶ関1-3-2

7 レタ ックス代 32,020 H23/12/28 郵便事業㈱ 東京都 千代 田区霞 ケ関1-3-2

8

9

10

一

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 200,724

合 計 391,959



巳

1.1

(そ の15)

(3)政 治活動費 の内訳 項 目 別 区 分
1.組 織活 動費

大会費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)

支出を受けた者の住所
(又は所在地)

備 考

1 会場費 217,500 H23/12/27 (財)札 幌勤労者職 業

福祉センター
札幌市北区北24条 西5丁 目

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 7,000

合 計 224,500



,

■齢`

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1.組 織活動費

交通費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)

支出を受けた者の住所
(又は所在地)

備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 50,100

合 計 50,100



:」

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
4.宣 伝事業 費

看板用備品

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支 出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地)
備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 24,456

合 計 24噛456



層㌔

(そ の15)

(3)政 治活 動費の 内訳 項 目 別 区 分
7.調 査研 究費

書籍購入費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)

支出を受けた者の住所
(又は所在地) 備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 49,224

合 計 49,224



、、

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
9.そ の他 の経費

借入金返済

、

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)

支出を受けた者の住所
(又は所在地)

備 考

1 借入金返済 300,000 H23/12/15 千種教子 札幌 市西区西野6条2丁 目2-10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出

合 計 300,000



(その17)

1

資
資産等の総括表

産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考

ア 土 地 口 図

イ 建 物 口 図

ウ 建物璽所査堂旦的と立至地上権X昼 土地璽賃造権 口 図

工 取 径 璽 価 額 塑 皿 互 巴 丘 超 え 登 動 産 口 図

オ 預 金(普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 」途 《L)
又 は.貯 金(豊 通 壁 金 を 除 《 広 ≧

口 団

カ 金 銭 信一 一 託 口 図

キ 有 価 証一 一_ 堂 口 口

ク 出 資 に よ 篁 権 型 口 団

ケ 黛付先1ごと璽残直塑皿 互旦壷超亘ゑ貸付金 口 図

コ 支 払 ね れ た 金 額 塑 皿 互 巴 堂 超 え る.敷 金 口 図

サ
麹 伍麺が100万円を超える施設の利用に関す亙権 口 図

利

シ 造ム 先 ご.と璽 残 直 塑 ⊥qΩ互 且 を超 え亙 鎧 ム 金 口 図



(そ の20) 宣 誓 書

添付書類 (別添 の とお り)

口 1 領収書等の写 し

口 2 監査意見書(政 党本部及び政治資金団体に限る。)

図 3 政治資金監査報告書(国 会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違 あ りませ ん。

茅1坂z4」 手 ラ 目9日

政 治 団 体 の名 称 吉川貴盛後援会

ひ 、

会計責任者 の氏名 イ 稚 徽 ろ一 騰

代 表 者 の 氏 名 (代表者については解散時のみ記入す ること)

(印)



政治資金監査報告書

平成24年5月9 日

吉川貴盛後援会

代表 大 倉 諭 殿

登録政治資鑑 査人対 本堵 蜘
号 第184号録 番登

,てぐで、 迷
・、

研修 終了年 月 日 平成21年1月20日

1監 査の概要

(1)私 は、政治資金規正法(以 下 「法」とい う。)第19条 の13第1項 の規定

に基づき、吉川貴盛後援会の平成23年 に係 る法第12条 第1項 に規定す

る収支報告書のすべての期間を対象 として、当該収支報告書並び に当該

収支報告書に係 る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等 を徴 し難かった

支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関す る政治資金監査を

行 っ た。

(2)こ の政治資金監査 は、法第19条 の13第2項 に定 め る ところに よ り政

治資金適正化委員会が定める 「政治資金監査に関す る具体的な指針」 (以

下 「政治資金監査マ ニュアル 」 とい う。)に 基づ き行 った。

(3)私 の責任 は 、外部性 を有す る第三者 と して、 国会 議員 関係 政治 団体 の

会計責任者の作成又は徴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係 る

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等 を徴 し難かった支 出の明細書等

及び振込明細書について、政治資金監査マニュアル に基づ き政治資金監

査 を行 った結果 を報告す る ことにあ る。

(4)こ の政治資金監査 は、吉川貴盛 後援 会の主た る事務所 において行 った。

2監 査の結果

私 が実施 した政治資金監査 の結果 は、以 下の とお りで ある。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 に規 定す る事項 について 、会 計帳簿、明

細書、領収書等、領収書等 を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細

書 が保存 され ていた。



(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規定す る事項 につい て、会計帳簿 には、

当該国会議員関係政治団体に係 るその年における支出の状況が記載 され、

かつ、当該国会議員政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規定す る事項 につ いて、法第12条 第1

項に規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等 を

徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表

示 されていた。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規定す る事項 について 、領収書等 を徴

し難 かった支 出の明細書等 は、会計 帳簿 に基づ いて記載 され ていた。

3業 務制限

吉川貴盛後援会 と私 との間には、法第19条 の13第5項 の規定 に違反す る事

実 は ない 。

また、吉川貴盛後援会 と政治資金監査の業務 を補助 した使用人その他の従業

員 との間 において も、 同様 である。
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